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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第71期

第１四半期
連結累計期間

第72期
第１四半期
連結累計期間

第71期

会計期間
自 2020年５月１日
至 2020年７月31日

自 2021年５月１日
至 2021年７月31日

自 2020年５月１日
至 2021年４月30日

売上高 (千円) 6,883,661 7,494,429 30,735,823

経常利益又は経常損失(△) (千円) △9,980 265,200 877,720

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
又は親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)

(千円) △23,272 158,532 560,204

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △94,678 234,814 906,865

純資産額 (千円) 15,123,439 16,209,905 16,110,614

総資産額 (千円) 27,468,114 27,673,754 27,295,805

１株当たり四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(円) △2.51 17.07 60.40

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 54.72 58.21 58.65

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

３．「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を当第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適

用した後の指標等となっております。

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識

している主要なリスクの発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変

更はありません。

　

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社および連結子会社)が判

断したものであります。

なお、当第１四半期連結会計期間の期首より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31

日)等を適用しております。

詳細は、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりでありま

す。

(1) 経営成績

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴い、社会経済活動は

停滞し、厳しい状況が続いております。世界経済につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響に加え、長期

化する米中貿易摩擦、地政学的リスクなど、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しておりますが、ワク

チン接種の促進、各種政策の効果などにより持直しの動きが期待されております。

当社グループの主要得意先である自動車関連企業につきましては、半導体の供給不足や一部の国や地域でのロッ

クダウンの影響などがあるものの、生産台数は前年に比べ増加しております。

このような経済環境のもとで当社グループは、2024年４月期を最終年度として策定いたしました新たな中期経営

計画に基づき、創業以来培ってきた「接合」技術をコアコンピタンスとして、FAシステム・生産設備などのメーカ

ー機能とグローバルネットワークを有する商社機能に、さらにシステムインテグレーター機能を掛け合わせること

により、スピード化・多様化する顧客ニーズの変化に柔軟に対応できる取組みを進めております。

この結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は74億９千４百万円と前年同四半期に

比べ６億１千万円(8.8％)の増収となり、営業利益は１億９千２百万円(前年同四半期は３千１百万円の営業損失)、

経常利益は２億６千５百万円(前年同四半期は９百万円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億５

千８百万円(前年同四半期は２千３百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)のそれぞれ増益となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

(日本)

日本につきましては、前年同四半期には自動車関連企業向け大型設備の販売があったことなどにより、売上高は

56億４百万円と前年同四半期に比べ１億８千３百万円(△3.1％)の減収となり、営業損失は３千３百万円(前年同四

半期は１千８百万円の営業利益)となりました。

(北米)

北米につきましては、前年同四半期にはロックダウンの影響を受けたものの、経済活動の回復に伴い自動車関連

企業向け自社製品の販売が増加したことなどにより、売上高は11億２千１百万円と前年同四半期に比べ７億４千９

百万円(201.6％)の増収となり、営業利益は１億７千６百万円(前年同四半期は７千３百万円の営業損失)となりまし

た。

(中国)

中国につきましては、自動車関連企業向け自社製品の販売が減少したことなどにより、売上高は７億３千１百万

円と前年同四半期に比べ５千８百万円(△7.4％)の減収となり、営業利益は３千６百万円と前年同四半期に比べ１千

１百万円(△23.5％)の減益となりました。

(東南アジア)

東南アジアにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響などにより経済活動の回復が遅れており、売上高

は２億６千７百万円と前年同四半期に比べ５百万円(1.9％)の増収となりましたが、営業損失は２百万円(前年同四

半期は３千１百万円の営業損失)となりました。
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(2) 財政状態

(総資産)

当第１四半期連結会計期間末における総資産は276億７千３百万円と前連結会計年度末に比べ３億７千７百万円増

加いたしました。その主な要因は、流動資産の現金及び預金の減少14億７千５百万円などがあったものの、流動資

産の電子記録債権の増加11億３千３百万円、商品及び製品の増加５億９百万円および固定資産の有形固定資産の増

加１億６千万円などがあったためであります。

(負債)

当第１四半期連結会計期間末における負債は114億６千３百万円と前連結会計年度末に比べ２億７千８百万円増加

いたしました。その主な要因は、流動負債の未払法人税等の減少２億１千８百万円などがあったものの、流動負債

の支払手形及び買掛金の増加１億５千６百万円、賞与引当金の増加１億８千９百万円およびその他の増加１億２千

２百万円などがあったためであります。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産は162億９百万円と前連結会計年度末に比べ９千９百万円増加いたし

ました。その主な要因は、その他の包括利益累計額のその他有価証券評価差額金の増加５千２百万円などがあった

ためであります。

(3) 資本の財源および資金の流動性

当社グループの資金需要の主なものは、商品および原材料などの購入のほか、製造経費、販売費及び一般管理費

などの運転資金および有形固定資産、無形固定資産などの設備資金であり、自己資金のほか必要に応じて金融機関

からの借入れにより調達しております。

運転資金については、当社および国内連結子会社においてCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入し、

各社における余剰資金を当社へ集中し一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。また、取引銀行

３行とコミットメントライン契約および取引銀行５行と当座貸越契約を締結しており、資金の流動性を確保してお

ります。

(4) 経営方針、経営戦略および対処すべき課題等

当第１四半期連結累計期間において、経営方針、経営戦略および対処すべき課題等について重要な変更はありま

せん。

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は１億２百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,125,000

計 40,125,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年９月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,605,800 9,605,800
東京証券取引所

JASDAQ
(スタンダード)

単元株式数 100株

計 9,605,800 9,605,800 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年５月１日～
2021年７月31日

― 9,605,800 ― 1,028,078 ― 751,733

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(2021年４月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2021年７月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 322,900 ― 単元株式数 100株

完全議決権株式(その他) 普通株式 9,281,000 92,810 同上

単元未満株式 普通株式 1,900 ― ―

発行済株式総数 9,605,800 ― ―

総株主の議決権 ― 92,810 ―

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が800株(議決権8個)含まれてお

ります。

② 【自己株式等】

2021年７月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

株式会社ナ・デックス
名古屋市中区古渡町
９番27号

322,900 ― 322,900 3.36

計 ― 322,900 ― 322,900 3.36

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2021年５月１日から2021年

７月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2021年５月１日から2021年７月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,195,989 3,720,060

受取手形及び売掛金 6,756,413 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － ※2 6,774,029

電子記録債権 2,174,124 3,307,259

商品及び製品 1,562,437 2,072,128

仕掛品 1,106,562 1,012,438

原材料 768,898 800,839

その他 721,397 831,339

貸倒引当金 △2,922 △2,969

流動資産合計 18,282,901 18,515,127

固定資産

有形固定資産 4,498,402 4,658,465

無形固定資産

のれん 1,433,330 1,392,378

その他 1,022,792 972,393

無形固定資産合計 2,456,123 2,364,772

投資その他の資産 ※1 2,058,378 ※1 2,135,389

固定資産合計 9,012,904 9,158,626

資産合計 27,295,805 27,673,754
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,840,237 3,996,837

電子記録債務 2,451,020 2,474,692

短期借入金 33,720 118,197

1年内返済予定の長期借入金 321,324 321,304

未払法人税等 285,086 66,856

賞与引当金 － 189,282

役員賞与引当金 33,170 5,068

その他 1,903,075 2,025,662

流動負債合計 8,867,633 9,197,899

固定負債

長期借入金 1,234,318 1,154,007

役員退職慰労引当金 13,066 14,355

退職給付に係る負債 161,100 178,353

その他 909,072 919,232

固定負債合計 2,317,557 2,265,948

負債合計 11,185,191 11,463,848

純資産の部

株主資本

資本金 1,028,078 1,028,078

資本剰余金 763,288 763,288

利益剰余金 13,674,036 13,697,045

自己株式 △209,827 △209,827

株主資本合計 15,255,575 15,278,584

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 457,750 510,337

繰延ヘッジ損益 63 378

為替換算調整勘定 288,906 311,610

退職給付に係る調整累計額 9,128 8,417

その他の包括利益累計額合計 755,848 830,744

非支配株主持分 99,190 100,577

純資産合計 16,110,614 16,209,905

負債純資産合計 27,295,805 27,673,754
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年５月１日
　至 2020年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年５月１日
　至 2021年７月31日)

売上高 6,883,661 7,494,429

売上原価 5,632,286 5,987,822

売上総利益 1,251,374 1,506,606

販売費及び一般管理費 1,282,864 1,314,207

営業利益又は営業損失（△） △31,489 192,399

営業外収益

受取利息 1,370 549

受取配当金 8,686 6,082

持分法による投資利益 17,843 10,132

為替差益 － 1,525

助成金収入 5,909 34,306

保険解約返戻金 24,099 1,300

その他 22,536 29,751

営業外収益合計 80,446 83,648

営業外費用

支払利息 5,331 3,472

為替差損 31,798 －

デリバティブ評価損 307 5,099

その他 21,499 2,275

営業外費用合計 58,937 10,847

経常利益又は経常損失（△） △9,980 265,200

特別利益

固定資産売却益 20,567 1,352

特別利益合計 20,567 1,352

特別損失

固定資産除売却損 43 421

特別損失合計 43 421

税金等調整前四半期純利益 10,543 266,131

法人税、住民税及び事業税 52,618 86,562

法人税等調整額 △11,740 19,931

法人税等合計 40,877 106,493

四半期純利益又は四半期純損失（△） △30,334 159,637

非支配株主に帰属する四半期純利益
又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

△7,062 1,105

親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△23,272 158,532
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年５月１日
　至 2020年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年５月１日
　至 2021年７月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △30,334 159,637

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,461 35,543

繰延ヘッジ損益 － 314

為替換算調整勘定 △74,801 13,510

退職給付に係る調整額 1,430 △710

持分法適用会社に対する持分相当額 7,565 26,518

その他の包括利益合計 △64,343 75,176

四半期包括利益 △94,678 234,814

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △81,484 233,428

非支配株主に係る四半期包括利益 △13,194 1,386
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【注記事項】

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。)

等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、従来は工事完成基準を適用していた一部の工事請負契約及びソフトウェア開発契約のうち、一定

期間にわたり履行義務が充足される契約については、期間がごく短い工事等を除き、履行義務の充足に係る進捗

度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。なお、履行義務

の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収

することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただ

し、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱

いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

これによる当第１四半期連結会計期間末日の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してお

りました「受取手形及び売掛金」は、当第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含め

て表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会

計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基

準」(企業会計基準第12号 2020年３月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計

期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。)等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」(企業会計基準第10号 2019年７月４日)第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。

(追加情報)

(会計上の見積りに関する新型コロナウイルス感染症の影響)

新型コロナウイルス感染症は、当社グループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、重要な会計上の見積りとして、のれん等を含む固定資産の評価等を実施しておりますが、新

型コロナウイルス感染症の影響を当該会計上の見積りに反映するにあたり、当連結会計年度末までに感染拡大に

よる経済への影響が収束するとの仮定により評価しております。ただし、当社グループに関連する市場環境や経

済環境への影響は限定的であると判断しております。

当該仮定は、四半期連結財務諸表等作成日における最善の見積りであると判断しておりますが、想定以上に影

響が長期化あるいは拡大した場合には、重要な会計上の見積り及び判断に影響を及ぼす可能性があります。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定につきましては、前連結会計年度の有価証券報告書にお

ける(追加情報)に記載した内容から重要な変更はありません。

　

(四半期連結貸借対照表関係)

※１．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2021年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年７月31日)

投資その他の資産 44,021千円 44,021千円
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※２．四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しており

ます。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

等が、四半期連結会計期間末残高から除かれております。

前連結会計年度
(2021年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年７月31日)

受取手形 ―千円 58,483千円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)及びのれんの償却額は、次のと

おりであります。

前第１四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
至 2020年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年７月31日)

減価償却費 166,044千円 162,850千円

のれんの償却額 61,686千円 40,952千円

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2020年５月１日 至 2020年７月31日)

　 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年７月28日
定時株主総会

普通株式 83,315 9 2020年４月30日 2020年７月29日 利益剰余金

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2021年５月１日 至 2021年７月31日)

　 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年７月27日
定時株主総会

普通株式 148,525 16 2021年４月30日 2021年７月28日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2020年５月１日 至 2020年７月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 北米 中国 東南アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 5,515,906 352,972 754,916 259,866 6,883,661 6,883,661

セグメント間の内部売上高
又は振替高

271,506 18,674 34,919 2,890 327,990 327,990

計 5,787,412 371,646 789,836 262,756 7,211,651 7,211,651

セグメント利益又は損失(△) 18,596 △73,357 47,372 △31,023 △38,413 △38,413

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △38,413

セグメント間取引消去 6,923

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △31,489

　３．報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度末から、非連結子会社であったPT. NADESCO INDONESIA、PT. NADESCO ENGINEERING INDONESIA及

びNADEX MEXICANA, S.A. de C.V.は重要性が増したため連結の範囲に含めたことに伴い、従来の報告セグメントで

ある「米国」を「北米」に、「タイ」を「東南アジア」にそれぞれ変更しております。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2021年５月１日 至 2021年７月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 北米 中国 東南アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 5,416,844 1,112,254 729,667 235,663 7,494,429 7,494,429

セグメント間の内部売上高
又は振替高

187,361 8,910 1,391 32,308 229,971 229,971

計 5,604,205 1,121,164 731,058 267,971 7,724,400 7,724,400

セグメント利益又は損失(△) △33,578 176,062 36,212 △2,928 175,767 175,767

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 175,767

セグメント間取引消去 16,631

四半期連結損益計算書の営業利益 192,399

３．報告セグメントの変更等に関する事項

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「会計方針の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間の期首より収益認識会計基準等を適用し、収益

認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しておりま

す。

これによる当第１四半期連結累計期間の売上高及びセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　 当第１四半期連結累計期間(自 2021年５月１日 至 2021年７月31日)

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 北米 中国 東南アジア 計

　プロセスソリューション事業 1,289,061 1,026,619 430,498 79,473 2,825,654 2,825,654

　ファクトリーオートメーション
　事業

2,170,163 24,448 116,787 47,360 2,358,760 2,358,760

　システムインテグレーション
　事業

863,475 61,185 － 108,823 1,033,485 1,033,485

　制御部品事業 1,094,142 － 182,381 5 1,276,529 1,276,529

顧客との契約から生じる収益 5,416,844 1,112,254 729,667 235,663 7,494,429 7,494,429

外部顧客への売上高 5,416,844 1,112,254 729,667 235,663 7,494,429 7,494,429

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
至 2020年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年７月31日)

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△) △2円51銭 17円07銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)

△23,272 158,532

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)

△23,272 158,532

普通株式の期中平均株式数(株) 9,257,229 9,282,821

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

2021年９月10日

株式会社ナ・デックス

取締役会 御中

　

有限責任監査法人 トーマツ

名古屋事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 神 野 敦 生 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 滝 川 裕 介 ㊞

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ナ・デ

ックスの2021年５月１日から2022年４月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(2021年５月１日から2021年

７月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2021年５月１日から2021年７月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すな

わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ナ・デックス及び連結子会社の2021年７月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全て

の重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

　



四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビ

ュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュ

ー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結

財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明すること

が求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象

や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の

作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

　


